
 
 

説明資料１ 

財務監督課 

特定複合観光施設区域整備法に基づく

カジノ事業者又はカジノ施設供用事業

者が行う設置運営事業等の監査及び会

計に関する命令の一部を改正する命令

案について 

令和７年３月７日 

 

１ 趣旨 

   特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事

業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令の一部を改正する命

令案を制定するもの。 

 

２ 議決を受ける命令 

   特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事

業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令の一部を改正する命

令案（別添） 

 

３ 施行期日等 

公布・施行 令和７年３月 31 日（月） 

   

(参考) 

今回の改正は、金融庁が実施する「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に

関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）等の一部改正と実質的に同一の内容

を定めるもののほか軽微な変更を行うものであり、行政手続法第39条第４項

第５号及び第８号に基づき意見公募手続を実施しない。 
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カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

○

第

号

国

土

交

通

省

令

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定

複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
に
基
づ
く
カ
ジ
ノ
事
業
者
又
は
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
が
行
う
設
置
運
営
事
業
等
の
監

査
及
び
会
計
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年

月

日

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
委
員
長

佐
藤

隆
文

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
に
基
づ
く
カ
ジ
ノ
事
業
者
又
は
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
が
行
う
設
置
運
営

事
業
等
の
監
査
及
び
会
計
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
に
基
づ
く
カ
ジ
ノ
事
業
者
又
は
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
が
行
う
設
置
運
営
事
業

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

等
の
監
査
及
び
会
計
に
関
す
る
命
令
（
令
和
四
年

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

国

土

交

通

省

令

る
。別

表
第
一
資
産
の
部
中
「リ

ー

ス
資

産

」
を
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「

繰
延

税
金

資
産

に
改
め
る
。

使
用

権
資

産

」

別
表
第
一
負
債
の
部
中
「リ

ー

ス
債

務

」
を
「リ

ー

ス
負

債

」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
収
益
及
び
費
用
の
部
中

「

営
業

外
費

用
支

払
利

息

を
」

「

営
業

外
費

用
支

払
利

息

に
改
め
る
。

リ

ー

ス
負

債
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係
る
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費
用

」

別
記
第
一
号
様
式
中
「リ

ー

ス
資

産

」
を
「使

用
権

資
産

」
に
、

「繰
延

税
金

資
産

×
×
×

×
×
×
」
を

「繰
延

税
金

資
産

×
×
×

×
×
×

に
、「リ

ー

ス
債

務

」

使
用

権
資

産
×
×
×

×
×
×
」

を
「リ

ー

ス
負

債

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
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「営
業

費
用

×
×
×

×
×
×

を

営
業

利
益

（又
は

営
業

損
失

）

×
×
×

×
×
×
」

「営
業

費
用

×
×
×

×
×
×

に
、

営
業

利
益

（又
は

営
業

損
失

）

×
×
×

×
×
×
」

「支
払

利
息

×
×
×

×
×
×
」
を

「支
払

利
息

×
×
×

×
×
×

に
改
め
る
。

リ

ー

ス
負

債
に

係
る

利
息

費
用

×
×
×

×
×
×
」

別
記
第
七
号
様
式
中
「リ

ー

ス
資

産

」
を
「使

用
権

資
産

」
に
、

「

長
期

前
払

費
用

を
」

「

長
期

前
払

費
用

使
用

権
資

産

（投
資

そ

に
改
め
る
。

の
他

の
資

産

）

」

別
記
第
九
号
様
式
中
「リ

ー

ス
債

務

」
を
「リ

ー

ス
負

債
」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
及
び
別
記
第
十
三
号
様
式
中
「リ

ー

ス
資

産
」
を
「使

用
権

資
産

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中
「リ

ー

ス
資

産

」
を
「使

用
権

資
産

」
に
、
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「繰
延

税
金

資
産

×
×
×

×
×
×
」
を

「繰
延

税
金

資
産

×
×
×

×
×
×

に
、「リ

ー
ス

債
務

」

使
用

権
資

産

×
×
×

×
×
×
」

を
「リ

ー

ス
負

債

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中

「支
払

利
息

×
×
×

×
×
×
」
を

「支
払

利
息

×
×
×

×
×
×

に
改
め
る
。

リ

ー

ス
負

債
に

係
る

利
息

費
用

×
×
×

×
×
×
」

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中

「短
期

借
入

金

×
×
×

×
×
×
」
を

「短
期

借
入

金

×
×
×

×
×
×

に
、

リ

ー

ス
負

債

×
×
×

×
×
×
」

「長
期

借
入

金

×
×
×

×
×
×
」
を

「長
期

借
入

金

×
×
×

×
×
×

に
改
め
る
。

リ

ー

ス
負

債
×
×
×

×
×
×
」

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中

「支
払

利
息

×
×
×

×
×
×
」
を
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「支
払

利
息

×
×
×

×
×
×

に
改
め
る
。

リ

ー

ス
負

債
に

係
る

利
息

費
用

×
×
×

×
×
×
」

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中

「短
期

借
入

金

×
×
×

×
×
×
」
を

「短
期

借
入

金

×
×
×

×
×
×

に
、
「リ

ー

ス
債

リ

ー

ス
負

債

×
×
×

×
×
×
」

務

」
を
「リ

ー

ス
負

債

」
に
、

「

そ
の

他
の

包
括

利
益

累
計

額
合

計

×
×
×

×
×
×
」
を

「

そ
の

他
の

包
括

利
益

累
計

額
合

計

×
×
×

×
×
×

に
改
め
る
。

新
株

予
約

権

×
×
×

×
×
×
」

別
記
第
二
十
七
号
様
式
中

「支
払

利
息

×
×
×

×
×
×
」
を

「支
払

利
息

×
×
×

×
×
×

に
改
め
る
。

リ
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ス
負

債
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利
息
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×
」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２

こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
に
基
づ
く
カ
ジ
ノ
事
業
者
又
は
カ
ジ
ノ
施
設
供
用

事
業
者
が
行
う
設
置
運
営
事
業
等
の
監
査
及
び
会
計
に
関
す
る
命
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
命
令
」
と
い
う
。
）

の
規
定
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
会
計
の
整
理
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に

開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
命
令
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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